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  2006年5月29日
各 位 会 社 名 日 立 電 線 株 式 会 社
 代表者名 執行役社長 佐 藤 教 郎

（コード番号 5812 東証・大証１部）
 問合せ先 人事総務本部 総務部長

石 川 正 昭
（電話：03-6381-1050）

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

日立電線株式会社は、本日開催の取締役会において、2006年6月28日開催の第69回定時株主総会に下記のとおり
定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 
 

記 

１． 定款の一部変更の趣旨及び目的 

（1）会社法において新設された制度の一部を採用するため 

（2）会社法施行による定款規定の削除、表現の変更、字句の修正、条文の移設、条数の整理等、全般にわたる所要

の修正を行うため 

(3) 上記の他定款規定の整備を行うため 

２． 変更の内容 

 主な変更の内容は以下のとおりです。なお、詳細は別紙をご参照ください。 

（1）単元未満株式についての権利の制限に関する規定の新設（定款変更案第9条） 

  (2) 優先株式に関する規定の削除（現行定款規定第2章の2等） 

  (3) 株主総会の招集地に関する定めの削除（現行定款規定第13条） 

  (4) 株主総会参考書類等のインターネット開示に関する規定の新設（定款変更案第16条） 

  (5) 取締役全員の書面による賛成によって取締役会の決議があったものとみなす制度の新設（定款変更案第25条） 

  (6) 執行役の任期を事業年度に合わせる旨の変更（定款変更案第35条） 

  (7) 配当政策の機動性を確保するための規定の新設（定款変更案第45条第2項） 

 

３． 日程 

 定款変更のための株主総会開催日： 2006年6月28日 

 定款変更の効力発生日     ： 2006年6月28日

以 上




















